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協議結果報告 
所掌事項 生徒会活動 校則 
担当専門部会 生徒指導部会 

第２回部会 7/8  第３回部会 8/26  第４回部会 9/11  第５回部会 10/1 
第６回部会 10/28 第７回部会 11/20  第８回部会 12/16  第９回部会 1/14 
第 10 回部会 2/18 第 11 回部会 3/2  第 12 回部会 4/15  第 13 回部会 5/28 
第 14 回部会 6/18 第 15 回部会 7/28  第 16 回部会 9/8   第 17 回部会 9/24 
第 18 回部会 11/10 

報告日 令和 3 年 11 月 25 日（木） 
協議結果 
     □ 
 
 
 
 
 
 
     □ 

 
１、生徒会活動について 

清陵中学校開校後の生徒会活動をどうしていくのかということについては、
現在、中谷中学校と六瀬中学校の生徒会が話し合い、いま清陵中学校生徒会
執行部の選出をしているところです。 
生徒会組織や運営方針など「清陵中学校生徒会活動」に関することは、新し
い学校の生徒会で決めることとします。 

 
２、校則について 

現在、猪名川町の各中学校では、生徒と学校で「校則」の見直しをすすめて
います。生徒指導部会では、町内各中学校の状況についても調査しました。 
清陵中学校の「校則」については、準備委員会では決めません。 
清陵中学校の校則や学校生活のルールは開校後に生徒が中心となって考え
ていくこととします。 
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